
  議案第1985号 

  特殊建築物の敷地の位置について 

 

資料３ 



 都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、

汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用

途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が

決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならな

い。 
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１ 建築基準法第５１条（特殊建築物の位置） 

 ただし、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て

その敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した

場合又は政令で定める規模の範囲内において新築し、若しく

は増築する場合においては、この限りでない。 

※特定行政庁：建築基準法を執行する機関(建築主事が置かれている自治体の長） 



 法第51条に規定する「その他政令で定める処理施設」とは、

廃棄物処理法施行令第５条に規定する『ごみ処理施設』及び

同令第７条に規定する『産業廃棄物処理施設』を指す。 
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廃棄物処理法施行令第７条 

 

（第８の２号）  

木くず、がれき類の破砕施設 
（一日当たりの処理能力が５トンを超えるもの） 

２ 建築基準法施行令で定める処理施設 



 
○都市計画における敷地の位置の
決定又はただし書きによる敷地
の位置に関する許可 

 ・都市計画マスタープランとの整合 
 ・土地利用計画との整合 
 ・都市計画施設との整合 
 ・市街地開発事業との整合 

建築基準法 
（第51条） 

 

○産業廃棄物処理施設の設置許可 
 ・施設の技術基準 

 ・周辺地域への環境影響 

 ・事業者の技能、経理的基礎 など 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

（廃棄物処理法） 

産業廃棄物処理施設の設置 

県の地方振興局（県民環境部）
において審査 
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３ 産業廃棄物処理施設の設置に必要な手続き 



１ 都市計画マスタープランとの整合 

 ・当該市町村の都市計画マスタープランの内容と著しく乖離しないこと。 

 

２ 土地利用計画との整合 

 ・土地利用計画上支障がないこと。 

 ・原則として住居系を避け、工業系用途地域とすること。 

 

３ 都市計画施設との整合 

 ・道路、公園等の都市計画施設に支障を与えないこと。 

 

４ 市街地開発事業との整合 

 ･土地区画整理事業、市街地再開発事等の市街地開発事業に整合していること。 
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４ 都市計画上の支障の有無（４つの視点） 



議案第１９８５号 位置図① ５ 特殊建築物の概要 
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特殊建築物の敷地 

 産業廃棄物処理施設 

 敷地面積A=21,196.02㎡ 

東北自動車道 

県道須賀川・二本松線 

東北新幹線 

国道4号 



議案１９８５号 位置図② 

特殊建築物の敷地 

 産業廃棄物処理施設 

 敷地面積A=21,196.02㎡ 
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市街化調整区域 

東北新幹線 
第一種住居地域 

第一種中高層住居専用地域 

県道須賀川・二本松線 

国道4号 

市道5518号線 

市道5520号線 

工業地域 

近隣商業地域 

市道5538号線 



 産業廃棄物処理施設  

議案１９８５号 位置図③ 
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周辺区域における施設立地状況 

国道4号 

－凡例－ 

物流施設や建設関連施
設等の既存施設 

特殊建築物の敷地 
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【会社の概要】 
 ○社   名 大成ロテック株式会社 
 ○代 表 者 代表取締役社長 藪田 英俊 
 ○本社所在地 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 
 ○現在の事業 道路工事等の設計、施工、監理及びコンサルティング 
        上記工事の諸材料の製造及び販売 
        建設機械器具の設計、製作、販売、修理及び賃貸 
        産業廃棄物処理に関する事業 
 
【産業廃棄物処理施設（中間処理）の概要】 
 ○施 設 名 大成ロテック株式会社 郡山合材工場 
 ○所 在 地 須賀川市滑川字西山19-1､19-3､20-1､20-7､21､23､24-2､25-1､26-2､32-12 
 ○敷地面積 21,196.02㎡ 
 ○建物面積  2,905.27㎡ 
 ○処理施設 破砕施設 
       ・破砕機の処理能力（がれき類 1,560ｔ／日※） 
  ※ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第７条の許可対象施設 
   ・第７条第８の２号：木くず、がれき類の破砕施設（処理能力５ｔ／日を超えるもの） 
 ○中間処理材の種類及び流通 
  ①受入品：コンクリート殻、アスファルト殻 
  ②出荷品：再生路盤材、再生骨材 
 

議案第１９８５号 会社及び施設の概要 



：今回新設施設（事務所、法５１条対象外） 

【
凡
例
】 

破  砕  機 

国道4号 

22m 

搬出入口 

：今回新設施設（破砕施設、法５１条対象） 
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破砕施設（法５１条対象） 

粗破砕機 

事務所（新設） 

：主要既存施設 
骨材ストックヤード 

アスファルト合材プラント 

既存破砕施設（撤去） 



議案第１９８５号 現地写真 
（搬出入口・搬出入路） 

国道４号から見た搬出入口 搬出入口から見た国道４号② 

Ａ 

：撮影方向 

搬出入口 

Ｂ 

Ｂ 
Ａ 

Ｃ 

既存アスファルトプラント 

搬出入口から見た国道４号① 

Ｃ 
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搬出入口 

搬出入口 



破砕機 

議案第１９８５号 搬出入導線図 
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粗破砕機 

：搬入導線 【凡例】 

再生材ストックヤード 

：搬出導線 



議案第１９８５号 破砕処理施設詳細図 
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：破砕処理工程 【凡例】 

粗破砕機 破砕機 

再生材ストックヤード 

粗破砕機 

破砕機 



視  点 状  況 

１ 市町村都市計画マスター 

  プランとの関係 

地区 ：仁井田地区（滑川地内） 
 当該敷地周辺は、物流施設等が集積しており、 

須賀川市都市計画マスタープランにおいて、その業 

務環境を維持していく地区とされている。 

 本申請施設は、既存施設の更新であり、業務環境 

を改変するものではないため、須賀川市都市計画マ 

スタープランと整合しており、支障なし。 

２ 土地利用計画との関係 
 市街化調整区域であるが、本申請施設は既存施設
の更新であり、土地利用方針が須賀川市都市計画
マスタープランと整合しているため、支障なし。 

３ 都市計画施設との関係 
 当該地に道路、公園、下水道などの都市施設は計
画されていないため、支障なし。 

４ 市街地開発事業との関係 
 当該地に市街地開発事業は計画されていないため、
支障なし。 

６ 都市計画上の支障の有無（４つの視点） 
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